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令和７年度 津市地域防災計画（風水害等対策編）修正 新旧対照表 

No. 頁 旧 新 提案理由 

1 1 第１編 総則／第１章 計画の方針 
／第２節 計画の基本方針 
この計画は、市及びその他の防災関係機関並びに市民の役割と責任を明確にする

とともに、行政・公共機関・事業者・市民が一丸となって災害に対処するための基本
的な計画です。 
また、各防災関係機関相互の防災対策を緊密かつ円滑に推進するための基本的大綱 

を示すもので、その実施細目については各機関ごとに具体的な活動計画を別に定め、
万全を期します。 
なお、各機関はこの計画の習熟に努め、併せて地域住民に周知徹底を図ります。 

また、地域住民からその地区の特性に応じた地区防災計画の提案があった場合は、
その内容を最大限尊重して、津市地域防災計画に定めるよう努めます。 

第１編 総則／第１章 計画の方針 
／第２節 計画の基本方針 
この計画は、市及びその他の防災関係機関並びに市民の役割と責任を明確にする

とともに、行政・公共機関・事業者・市民が一丸となって災害に対処するための基本
的な計画です。 
また、各防災関係機関相互の防災対策を緊密かつ円滑に推進するための基本的大綱 

を示すもので、その実施細目については各機関ごとに具体的な活動計画を別に定め、
万全を期します。 
なお、この計画に定める予防、応急対策及び復旧・復興対策等については、津市国

土強靱化地域計画に示す基本目標を踏まえることとします。 
各機関はこの計画の習熟に努め、併せて地域住民に周知徹底を図ります。 
また、地域住民からその地区の特性に応じた地区防災計画の提案があった場合は、

その内容を最大限尊重して、津市地域防災計画に定めるよう努めます。 
【津市国土強靱化地域計画に示す基本目標】 

１ 人命の保護が最大限図られること 

２ 市及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 
３ 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 
４ 迅速な復旧復興 

津市国土強靱化地
域計画の方針を反映
させるため。 

2 8 第１編 総則／第２章 防災関係機関 

／第２節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 
３ 指定地方行政機関 

中部地方整備局 

四日市港湾事務所 
⑴～⑷ （略） 

（新設）  

 

４ 指定公共機関 

西日本電信電話 
株式会社三重支店 

（略） 
 

第１編 総則／第２章 防災関係機関 

／第２節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 
３ 指定地方行政機関 

中部地方整備局 

四日市港湾事務所 
⑴～⑷ （略） 

中部管区行政評価局 
三重行政監視行政相談センター 

⑴ 被災者への生活支援情報の提供 
⑵ 専用電話を備えた相談窓口の開設 

⑶ 特別行政相談所の開設 

 

４ 指定公共機関 

ＮＴＴ西日本 
株式会社三重支店 

（略） 
 

令和７年６月に管

区行政評価局が災害
対策基本法の「指定
地方行政機関」に指

定されたため。 
 
会社名変更のため。 

3 11 第１編 総則／第３章 市民の責務と事業所の役割 
／第１節 市民の責務 
１ 自己管理 

災害に備えてローリングストックを含め、３日分以上の食料、飲料水等の備蓄 
を自ら実施するよう努めます。 

第１編 総則／第３章 市民の責務と事業所の役割 
／第１節 市民の責務 
１ 自己管理 

災害に備えてローリングストックを含め、３日分以上の食料・飲料水等の備蓄 
を自ら実施するよう努めます。 

文書の体裁を整え
るため。 

4 24 第２編 災害予防計画／第１章 災害に強いまちづくり 
／第３節 土砂災害等予防計画 

１ 土砂災害等予防計画 
⑴～⑶ （略） 
⑷ 造成地等宅地災害の予防（都市計画部、建設部） 

  ア （略） 

第２編 災害予防計画／第１章 災害に強いまちづくり 
／第３節 土砂災害等予防計画 

１ 土砂災害等予防計画 
⑴～⑶ （略） 
⑷ 造成地等宅地災害の予防（都市計画部、建設部） 

  ア （略） 

 大規模盛土造成地
マップは既にホーム

ページで公表済みで
あることから、文書 
の体裁を整えるため。 
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  イ 既存の造成宅地について、住民に対して大規模盛土造成地マップによる情

報提供を行い、防災意識の向上を図るとともに、大規模地震等による宅地被害
の軽減を目的とする、対策工事の必要性を検討するための調査を行います。 

  ウ （略） 

  エ 豪雨等による宅盤等の変状による二次災害の防止を図るため、建築又は土
木技術者を対象に、県が実施する被災宅地危険度判定士講習会への参加を促
し、判定士の養成に努めます。 

  イ 既存の造成宅地について、住民に対して大規模盛土造成地マップの周知に

努め、防災意識の向上を図るとともに、大規模地震等による宅地被害の軽減を
目的とした対策工事の必要性を検討するための調査を行います。 

  ウ （略） 

  エ 豪雨等による宅盤等の変状による二次災害の防止を図るため、建築又は土
木技術者を対象に、県が実施する被災宅地危険度判定士講習会等への参加を
促し、被災宅地危険度判定士及び判定調整員の養成に努めます。 

被災宅地危険度判

定において、市判定
実施本部と判定士と
の連絡調整等を行う

判定調整員の確保が
必要なため。 

5 47 第２編 災害予防計画／第２章 地域防災力の育成 

／第２節 防災訓練の実施 
１ 防災訓練の実施 
 ⑴ （略） 

 ⑵ 訓練の種類 
  ア （略） 
  イ 市及び市内防災関係機関が主体（危機管理部、消防本部） 

   (ｱ)～(ｳ) （略） 
   (ｴ) 避難訓練 
      風水害、土砂災害の避難訓練においては、避難情報の発令に伴う居住者 

に求められる行動を考慮した避難訓練を実施します。 

第２編 災害予防計画／第２章 地域防災力の育成 

／第２節 防災訓練の実施 
１ 防災訓練の実施 
 ⑴ （略） 

 ⑵ 訓練の種類 
  ア （略） 
  イ 市及び市内防災関係機関が主体（危機管理部、消防本部） 

   (ｱ)～(ｳ) （略） 
   (ｴ) 避難訓練 
      市が発令する避難情報を考慮した避難訓練を実施します。 

「震災対策編」の

同一箇所と文書を統
一させるため。 

6 51 第２編 災害予防計画／第２章 地域防災力の育成 
／第５節 消防団による地域防災体制の整備 
１ 消防団の体制の整備（消防本部）  

青年層・女性層の消防団への加入を促進し、消防団員の確保に努めます。 

第２編 災害予防計画／第２章 地域防災力の育成 
／第５節 消防団による地域防災体制の整備 
１ 消防団の体制の整備（消防本部）  

幅広い世代を対象に入団促進活動を行い、消防団員の確保に努めます。 

青年層・女性層の
みだけではなく、青
年層・女性層含む幅 

広い世代とするため。 

7 54 第２編 災害予防計画／第２章 地域防災力の育成 
／第６節 ボランティア活動への支援 
４ ボランティアの活動基盤の支援（市民部） 

 ⑴ （略） 
 ⑵ ボランティア活動の実施に当たっては、ボランティア活動保険への加入を促

進します。 

第２編 災害予防計画／第２章 地域防災力の育成 
／第６節 ボランティア活動への支援 
４ ボランティアの活動基盤の支援（市民部） 

 ⑴ （略） 
 ⑵ ボランティア活動の実施に当たっては、ボランティア活動保険への加入を推

奨します。 

文言の統一を行う
ため。 

8 58 第２編 災害予防計画／第２章 地域防災力の育成 

／第７節 災害時における要配慮者への対策 
３ 外国人市民等への支援（危機管理部、市民部） 
 ⑴ 災害関連情報の広報 

ア （略） 
イ 津市防災情報メール多言語版の登録について、関係機関と連携して推進を 
図り、迅速かつ正確な情報提供に努めます。 

第２編 災害予防計画／第２章 地域防災力の育成 

／第７節 災害時における要配慮者への対策 
３ 外国人市民等への支援（危機管理部、市民部） 
 ⑴ 災害関連情報の広報 

ア （略） 
イ メール配信システムの登録について、関係機関と連携して推進を図り、迅 
速かつ正確な情報提供に努めます。 

令和８年３月から

新メール配信サービ 
スの運用が始まるため。 

9 72 第２編 災害予防計画／第３章 人的被害の発生を未然に防ぐ避難対策 

／第３節 避難を促すための情報提供の充実 
３ 避難の開始が判断できる情報提供（危機管理部）  
 ⑴ 情報提供の手段 

  ア 同報系防災行政無線 
イ 携帯電話、パソコンへのメール配信（津市防災情報メール（多言語版含む）、 
エリアメール等） 

ウ ＳＮＳ（注意喚起などの呼びかけは、市民にとって身近で拡散性があるＳ 
ＮＳを積極的に使用することとします。） 

   

第２編 災害予防計画／第３章 人的被害の発生を未然に防ぐ避難対策 

／第３節 避難を促すための情報提供の充実 
３ 避難の開始が判断できる情報提供（危機管理部）  
 ⑴ 情報提供の手段 

  ア 同報系防災行政無線 
イ 携帯電話、パソコンへの配信（津市防災情報メール、エリアメール、ＬＩＮ 
Ｅ等） 

ウ ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）（注意喚起などの呼びかけは、 
市民にとって身近で拡散性があるＳＮＳを積極的に使用することとします。） 

  エ～サ （略） 

令和７年３月２５

日より市公式ＬＩＮ
Ｅが開設され、情報
発信を行うことが可

能となったため。 
 
防災アプリによる

情報伝達も一般的で
あるため（Ｌアラー
トを通じた情報伝
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エ～サ （略）   シ 防災アプリ（みえ防災ナビ等） 達）。 

10 79 第２編 災害予防計画／第３章 人的被害の発生を未然に防ぐ避難対策 
／第６節 避難体制の整備 
１ 一時的な避難体制の整備（危機管理部） 

 ⑴ （略） 
 ⑵ 一時避難場所の指定 
   緊急一時的な避難の場である一時避難場所については、法第 49条の４の規定 

に適合する施設を選定・指定するものとし、併せて、同条に基づく指定緊急避 
難場所に指定します。 
なお、一時避難場所については、緊急一時的な避難場所であり、職員の配備 

  及び食料等の備蓄は行わないものとします。 
ただし、土砂災害避難施設、土砂災害避難協力施設については、職員のみの 

配備を行うものとします。 

  ≪一時避難場所の選定基準≫ 
   ア～ウ （略）    

（新設） 

第２編 災害予防計画／第３章 人的被害の発生を未然に防ぐ避難対策 
／第６節 避難体制の整備 
１ 一時的な避難体制の整備（危機管理部） 

⑴ （略） 
⑵ 一時避難場所の指定 

緊急一時的な避難の場である一時避難場所については、法第 49条の４の規定 

に適合する施設を選定・指定するものとし、併せて、同条に基づく指定緊急避 
難場所に指定します。 
なお、一時避難場所については、緊急一時的な避難場所であり、職員の配備 

及び食料等の備蓄は行わないものとします。 
ただし、土砂災害避難施設、土砂災害避難協力施設については、職員のみの 

配備を行うものとします。 

 ≪一時避難場所の選定基準≫ 
  ア～ウ （略） 
 ≪一時避難場所の配置に係る考え方≫ 

市は、災害発生時に市民等が危険から緊急的に避難し、身の安全を守るため、 

人口規模や地域特性に関わらず、できる限り多くの場所に配置するものとします。 

内閣府策定の「避
難生活における良好
な生活環境の確保に

向けた取組指針（令
和６年１２月改定）」
及び災害対策基本法

施行令に沿った内容
とするため修正をお
こなう、【２長期的な

避難体制の整備】《指
定避難所の配置に係
る考え方》と文書の 

構成を統一するため。 

11 80 第２編 災害予防計画／第３章 人的被害の発生を未然に防ぐ避難対策 
／第６節 避難体制の整備 

２ 長期的な避難体制の整備（危機管理部、市民部、各総合支所、各施設管理者） 
市は、避難体制の整備を推進するに当たり、「避難所運営ガイドライン（平成２ 

８年４月（令和４年４月改定））内閣府（防災担当）」を踏まえ、以下のとおり取 

組を進めます。 
 
 

 ⑴ 指定避難所（一定期間避難生活ができる施設）の指定 
   （略） 
≪避難所の選定基準≫ 

  ア （略） 
イ 避難者一人当たりの面積が、概ね２㎡以上であること。 
ウ～オ （略） 

  （新設） 
   
 

 
 
 

 
 
 

 
⑵⑶ （略） 

 ⑷ 避難所の運営方法についてあらかじめ定めておきます。 

   
ア 避難所の管理運営に関すること。 

第２編 災害予防計画／第３章 人的被害の発生を未然に防ぐ避難対策 
／第６節 避難体制の整備 

２ 長期的な避難体制の整備（危機管理部、市民部、健康福祉部、各総合支所、各施
設管理者） 

  市は、避難体制の整備を推進するに当たり、「避難生活における良好な生活環境

の確保に向けた取組指針（令和６年１２月改定）内閣府（防災担当）」（以下「取組
指針」という。）のほか、国が策定する各種計画等を踏まえ、避難所における避難
生活の質の向上を図ることを目的に、以下のとおり取組を進めます。 

⑴ 指定避難所（一定期間避難生活ができる施設）の指定 
   （略） 
≪避難所の選定基準≫ 

  ア （略） 
イ 避難者を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであること。 

  ウ～オ （略） 

≪指定避難所の配置に係る考え方≫ 

市は、自ら居住の場所を確保することが困難な被災住民が一定期間滞在する場 
所等であることを踏まえ、以下の事項を基本的な考え方とします。 

ア 本市で発生した過去の災害状況を踏まえ、避難所を配置します。 

イ 主に小学校区単位で設定された区域の公共施設を主として、想定される災害、
人口規模や地域特性に応じて、必要な避難所を配置します。ただし、各避難所は、 

当該区域の住民に限らず、徒歩での避難が可能な場合や避難所の収容人数が超 
過する場合等には、近隣区域の住民が使用することも考慮します。 
なお、避難所の配置に当たっては、公共施設のほか、民間施設も含めて必要 

数の確保に努めます。 
 ⑵⑶ （略） 
 ⑷ 避難所の運営方法 

   避難所における運営方法等について、あらかじめ次の内容を定めておきます。 
  ア 避難所の管理運営に関すること。 

 要配慮者や感染症
対策の実施に関わる

健康福祉部の追加が
必要であるため。 
 

内閣府策定の「避
難生活における良好
な生活環境の確保に

向けた取組指針（令
和６年１２月改定）」
及び災害対策基本法

施行令に沿った内容
とするため。 
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   (ｱ)～(ｶ) （略） 

 
  イ 避難住民への支援に関すること。 
   (ｱ)  避難者への給水、給食の体制整備 

(ｲ) 避難者への毛布、衣料、日用必需品等の支給の体制整備 
 

   (ｳ) 負傷者に対する応急医療の体制整備 

(ｴ) 避難者への感染症対策 
（新設） 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
⑸ 避難所には、津市備蓄計画に基づき食料及び資機材等をあらかじめ備蓄し、
かつ必要なときに直ちに配備できるよう準備しておきます。また、資機材は、

誰もが使用しやすいものを備蓄するよう努めます。 
 
 

 
≪備蓄及び配備に準備する主なもの≫ 
ア 食料・飲料水     キ 給水用機材 

イ 生活必需品     ク 救護所及び医療資機材 

ウ 通信機材     ケ 仮設トイレ 

エ 放送設備     コ 仮設テント 

オ 照明設備     サ 防疫用資機材 

カ 炊き出しに必要な機材及び燃料 シ 工具類 

 

 

≪感染症対策用備蓄及び配備に準備する主なもの≫ 

ア マスク    ケ 非接触式体温計 

イ ハンドソープ  コ 使い捨て手袋 

ウ 施設用消毒液  サ フェイスシールド 

エ 手指消毒液  シ 避難所用敷マット 

オ ウエス  ス 感染対策用ガウン 

カ 簡易間仕切り  セ 折りたたみベッド（兼）椅子 

キ 段ボールベッド ソ 連結式パーテーション 

ク プライベートテント 

   (ｱ)～(ｶ) （略） 

(ｷ) 事務処理機器、通信機器、発電機等の確保 
  イ 避難者への支援に関すること。 
   (ｱ)  避難者への給水、給食の体制整備 

(ｲ) 避難者への毛布、衣料、生活必需品等の支給の体制整備 
   (ｳ) 避難者へ福祉サービスを提供するための体制整備 

(ｴ) 負傷者に対する応急医療の体制整備 

(ｵ) 避難者への感染症対策の体制整備 
⑸ 避難所における生活環境の整備 

避難所における良好な生活環境を確保するために、次の内容について計画的 

な整備に努めます。 
 ア 空調設備の整備充実 
 イ 生活物資の確保 

 ウ 衛生的なトイレ環境の整備 
エ 居住スペースの確保 
オ プライバシーの確保 

≪取組指針で示されている主なもの≫ 
ト イ レ  ：発災後初期段階は５０人に１基、中期段階で２０人に１基、 

女性用と男性用の割合が３：１ 

 居住スペース：１人当たり最低３．５㎡ 
⑹ 避難所における備品の配備 

避難所には、津市備蓄計画に基づき食料及び資機材等をあらかじめ備蓄し、 

かつ必要なときに直ちに配備できるよう準備しておきます。また、特に飲料水 
や毛布等の生活必需品、簡易間仕切り、プライベートテント、簡易ベッド等の 
プライバシー確保に必要な資機材、衛生的なトイレ環境について、取組指針に 

基づき避難所の環境整備のための物資の確保に努めます。 
≪備蓄及び配備に準備する主なもの≫ 
ア 食料・飲料水           ケ 簡易間仕切り 

イ 生活必需品             コ 段ボールベッド 

ウ 通信機材               サ プライベートテント 

エ 放送設備               シ 仮設トイレ 

オ 照明設備               ス 仮設テント 

カ 給水用機材             セ 防疫用資機材 

キ 救護所及び医療資機材  ソ 工具類  

ク 炊き出しに必要な機材及び燃料 

≪感染症対策用備蓄及び配備に準備する主なもの≫ 

ア マスク    キ 使い捨て手袋 

イ ハンドソープ  ク フェイスシールド 

ウ 施設用消毒液  ケ 避難所用敷マット 

エ 手指消毒液  コ 感染対策用ガウン 

オ ウエス  サ 折りたたみベッド（兼）椅子 

カ 非接触式体温計 シ 連結式パーテーション 
 

12 85 第２編 災害予防計画／第４章 災害に備える体制の確立 
／第１節 災害対策本部 
１ 津市災害対策本部の設置（危機管理部） 

第２編 災害予防計画／第４章 災害に備える体制の確立 
／第１節 災害対策本部 
１ 津市災害対策本部の設置（危機管理部） 

文書の体裁を整え
るため。 
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No. 頁 旧 新 提案理由 

 ⑴～⑷ （略） 
 ⑸ 現地災害対策本部 

被害が局地的に重大である場合は、必要に応じて現地災害対策本部を設置し 

ます。現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員は、災害対策副本部長、災 
害対策本部員その他の職員のうちから市長（本部長）が指名する者をあて、組 
織及び分掌事務については災害対策本部に関する規定を準用します。 

 ⑴～⑷ （略） 
 ⑸ 現地災害対策本部 

被害が局地的に重大である場合は、必要に応じて現地災害対策本部を設置し 

ます。現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員は、災害対策副本部長、災 
害対策本部員その他の職員のうちから市長（本部長）が指名する者を充て、組 
織及び分掌事務については災害対策本部に関する規定を準用します。 

13 91 第２編 災害予防計画／第４章 災害に備える体制の確立 

／第２節 情報の収集・伝達体制 
３ 市の体制の整備（危機管理部、消防本部） 
 ⑴～⑸ （略） 

 ⑹ 防災監視カメラ及び画像伝送システムの整備及び充実 
 
４ 通信の確保（危機管理部、政策財務部、総務部） 

 ⑴ 通信手段の防災対策 
   災害時の通信手段の確保に努めます。 
   耐震性の強化、停電対策、情報通信施設の危険分散、通信路の多ルート化、Ｃ

ＡＴＶの整備 

第２編 災害予防計画／第４章 災害に備える体制の確立 

／第２節 情報の収集・伝達体制 
３ 市の体制の整備（危機管理部、消防本部） 
 ⑴～⑸ （略） 

 ⑹ 防災監視カメラ、映像伝送システム、映像共有システム等の整備及び充実 
 
４ 通信の確保（危機管理部、政策財務部、総務部） 

 ⑴ 通信手段の防災対策 
   災害時の通信手段の確保に努めます。 

（耐震性の強化、停電対策、情報通信施設の危険分散、通信路の多ルート化、 

ＣＡＴＶの整備等） 
特に、災害時に孤立するおそれのある地域に対しては、衛生通信も含め当該地 

   域との情報連絡体制の確保について検討していきます。 

 システムの運用内 

容と整合を図るため。 
 
防災基本計画及び

三重県地域防災計画
において、衛生通信
等の多様な通信手段

の確保が求められて
いるため。 

14 94 第２編 災害予防計画／第４章 災害に備える体制の確立 

／第４節 広域的な応援体制の整備 
１ 応援協定の締結（各部） 

市は、他市町や防災関係機関等との間で次の内容について応援協定の締結を推 

進します。 
また、各協定に基づく対応について、その成果と課題等の把握に努め、より円 

滑かつ効果的な運用ができるよう、各協定の更なる充実を図ります。 

 ⑴～⑸ （略） 

第２編 災害予防計画／第４章 災害に備える体制の確立 

／第４節 広域的な応援体制の整備 
１ 応援協定の締結（各部） 

市は、他市町や防災関係機関等との間で次の内容について応援協定の締結を推 

進します。 
 また、内閣府において創設された被災者援護協力団体に対する登録制度を活用し、 
登録されたボランティア団体の活動実績等を、広く把握し、必要に応じて協定締結 

を行います。 
各協定に基づく対応について、その成果と課題等の把握に努め、より円滑かつ効 

果的な運用ができるよう、各協定の更なる充実を図ります。 

⑴～⑸ （略） 

 令和７年７月１日

から、国による災害
ＮＰＯ・ボランティ
ア団体等の登録制度

が開始され、平時か
らの連携を求められ
ているため。 

15 95 第２編 災害予防計画／第４章 災害に備える体制の確立 
／第４節 広域的な応援体制の整備 
４ 他自治体災害時の応援活動体制の整備（危機管理部、総務部） 

 （新設） 
  市は、総務省が構築した「応急対策職員派遣制度」により、三重県を通じて要請
があった場合、又は被災市町村より応援要請を受け、又は緊急を要し、応援要請を

待たず派遣をしようとする場合は、日常業務に支障をきたさないよう支援体制の
整備を図ります。 
 派遣職員は、被災地において被災市町村から援助を受ける事のないよう食糧、 

衣料から情報伝達手段に至るまで各自で賄うことができる自己完結型の体制とし 
ます。 
（新設） 

第２編 災害予防計画／第４章 災害に備える体制の確立 
／第４節 広域的な応援体制の整備 
４ 他自治体災害時の応援活動体制の整備（危機管理部、総務部） 

 ⑴ 応急対策職員派遣制度に基づく支援体制 
市は、総務省が構築した「応急対策職員派遣制度」により、三重県を通じて 

要請があった場合、又は、被災市町村より応援要請を受け、又は緊急を要し、 

応援要請を待たず派遣をしようとする場合は、日常業務に支障をきたさないよう、 
支援体制の整備を図ります。 
派遣職員は、被災地において被災市町村から援助を受ける事のないよう食糧、 

衣料から情報伝達手段に至るまで各自で賄うことができる自己完結型の体制と 
します。 

⑵ 災害対応車両登録制度への登録 

内閣府が運用を開始した災害対応車両登録制度について、市有車両等のうち 
対象となる車両等がある場合には、当該制度への登録を積極的に行います。 

令和７年６月１日
から内閣府において
災害対応車両登録制

度の登録が開始され
たため。 
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16 104 第２編 災害予防計画／第５章 災害応急対策・復旧への備え 

／第４節 緊急物資確保対策 
３ 食料、生活必需品等の備蓄及び調達体制の整備（危機管理部、商工観光部、市 
民部） 

 ⑴ 津市備蓄計画に基づく食料、生活必需品等の備蓄 
本市の災害用備蓄の基本的な考えを示す、「津市備蓄計画」に基づき、備蓄 

目標で定める数量の備蓄品目を計画的に整備するとともに、目標に達している 

備蓄品目についても更新等の整備を行います。 
また、内閣府が構築した「物資調達・輸送調整等支援システム」や本市の 

「津市総合災害情報管理システム」等も活用しながら、備蓄物資の確認や管理等、 

大規模災害時に速やかな物資支援が実施できるよう、平時から準備に努めます。 
 ⑵ 食料、生活必需品等の調達体制の整備 

災害時の食料、生活必需品等の調達のため、生産者及び販売業者との協議に 

より、業者と物資の調達及び輸送に関する協定の締結を進めます。 
災害時に必要となる食料・飲料水・衣料等に加え、特に備蓄しにくい粉ミルク、 

液体ミルク、生理用品・下着等を調達できるよう、市内の販売業者と協定の締結 

を進めます。 
また、他の地方自治体等と広域応援協定を結び、大規模災害時には相互に食料、 

飲料水、生活必需品等の受入れ及び応援を行うものとします。 

第２編 災害予防計画／第５章 災害応急対策・復旧への備え 

／第４節 緊急物資確保対策 
３ 食料、生活必需品等の備蓄及び調達体制の整備（危機管理部、商工観光部、市 
民部） 

 ⑴ 津市備蓄計画に基づく食料、生活必需品等の備蓄 
本市の災害用備蓄の基本的な考えを示す、「津市備蓄計画」に基づき、備蓄 

目標で定める数量の備蓄品目を計画的に整備するとともに、目標に達している 

備蓄品目についても更新等の整備を行います。 
また、内閣府が構築した「新物資システム（Ｂ－ＰＬｏ）」や本市の「津市 

総合災害情報管理システム」等も活用しながら、備蓄物資の確認や管理等、大 

規模災害時に速やかな物資支援が実施できるよう、平時から準備に努めます。 
 ⑵ 食料、生活必需品等の調達体制の整備 

災害時の食料、生活必需品等の調達のため、生産者及び販売業者との協議に 

より、業者と物資の調達及び輸送に関する協定の締結を進めます。 
特に要配慮者が必要とする育児、介護、医療用品や日常生活上の支援を行う 

ために必要な紙おむつ等が調達できるよう、市内の販売業者と協定の締結を進 

めます。 
   また、他の地方自治体等と広域応援協定を結び、大規模災害時には相互に食料、 

飲料水、生活必需品等の受入れ及び応援を行うものとします。 

国が構築した「物

資調達・輸送調達等
支援システム」が令
和７年４月より新た

な機能が加わり新シ
ステムとして運用の
開始がされたため。 

 
内閣府策定の「避

難生活における良好

な生活環境の確保に
向けた取組指針（令
和６年１２月改定）」

に沿った内容とする
ため。 

17 106 第２編 災害予防計画／第５章 災害応急対策・復旧への備え 

／第５節 消毒・保健衛生・災害廃棄物の処理体制の整備 
３ し尿処理体制の整備（環境部、上下水道事業局、上下水道管理局、危機管理部） 
 ⑴⑵ （略） 

 ⑶ 仮設トイレ等の配置計画 
ア～ウ （略） 

   

エ 避難所に仮設トイレ等が配置された場合は、学校のプールの水等を水洗用 
に確保することとします。 

  オ 市民は、水道の被災により水洗トイレが使用できない場合に備え、浴槽等へ 

の水の溜置きに努めるものとします。 
 （新設） 
 

 
 
⑷ 協力体制の確保 

第２編 災害予防計画／第５章 災害応急対策・復旧への備え 

／第５節 消毒・保健衛生・災害廃棄物の処理体制の整備 
３ し尿処理体制の整備（環境部、上下水道事業局、上下水道管理局、危機管理部） 
 ⑴⑵ （略） 

 ⑶ 仮設トイレ等の配置計画 
  ア～ウ （略） 
  エ 市が保有する「災害用移動式トイレトレーラー」の効果的な運用を図ります。 

  オ 避難所に仮設トイレ等が配置された場合は、学校のプールの水等を水洗用
に確保することとします。 

  カ 市民は、水道の被災により水洗トイレが使用できない場合に備え、浴槽等へ

の水の溜置きに努めるものとします。 
 ⑷ 相互応援 
   「災害用移動式トイレトレーラー」の導入に伴い、トイレトレーラーを保有す

る他市町村との相互支援ネットワークに加入し、県外等を含め迅速に相互支援
ができる体制を確立します。 

⑸ 協力体制の確保 

 災害用移動式トイ

レトレーラーを導入
したことで、効果的 
な運用を図るとともに、 

トイレトレーラーを
保有する市町村との
相互支援ネットワー

クに加入することが
可能となったため。 

18 113 第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 

／第３節 災害情報の収集・伝達 
１ 情報収集・連絡体制の整備（各部、各総合支所） 

災害の発生に伴い、速やかに被害の状況を掌握し、併せて応急対策の迅速かつ 

適切な推進を図るため、各部・支部において津市災害対策本部に関する条例施行 
規則に基づき被害状況の調査を実施します。 
また、大規模な災害が発生し、情報収集要員が不足した場合には、アマチュア 

無線家やインターネットの利用者といった通信ボランティアの協力を募ります。 
⑴⑵ （略） 
⑶ 情報の共有化 

市及び防災関係機関は、平素から各種連絡手段を活用して情報共有を図ります。 
また、各機関との協議に基づく情報連絡員（リエゾン）等を相互に派遣し、よ 

第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 

／第３節 災害情報の収集・伝達 
１ 情報収集・連絡体制の整備（各部、各総合支所） 

災害の発生に伴い、速やかに被害の状況を掌握し、併せて応急対策の迅速かつ 

適切な推進を図るため、各部・支部において津市災害対策本部に関する条例施行 
規則に基づき被害状況の調査を実施します。 
また、大規模な災害が発生し、情報収集要員が不足した場合には、アマチュア 

無線家やインターネットの利用者といった通信ボランティアの協力を募ります。 
⑴⑵ （略） 
⑶ 情報の共有化 

市及び防災関係機関は、平素から各種連絡手段を活用して情報共有を図ります。 
また、各機関との協議に基づく情報連絡員（リエゾン）等を相互に派遣し、よ 

三重県防災情報通

信システムと新総合
防災情報システム
（ＳＯＢＯ－ＷＥ

Ｂ）の連携が開始さ
れたため。 
なお、今年度につ

いては、避難所情報
に関する連携のみと
なり、その他につい

ては来年度に連携が
開始される予定とな
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No. 頁 旧 新 提案理由 

り緊密な情報の連携を図ります。 
 
 

 
 ⑷ （略） 
 ⑸ 必要な情報の収集 

  アイウ （略） 
  ［情報収集の流れ］の表中 
  消防団員 

り緊密な情報の連携を図ります。 
三重県防災情報通信システムを通じて新総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ 

ＷＥＢ）へ情報提供を行うことにより、国・県・関係機関等との情報共有を行 

います。 
 ⑷ （略） 
⑸ 必要な情報の収集 

  アイウ （略） 
  ［情報収集の流れ］の表中 
  消防団 

っている。 
 
団員個人から消防

団の組織と変更する
ため。 

19 119 第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 

／第４節 通信の確保 
１ 通信機能の確認と応急復旧対策（危機管理部、政策財務部） 
 ⑴ （略） 

 ⑵ 西日本電信電話株式会社は、電気通信施設が被災した場合、防災関係機関等の
災害対策用の通信の確保を優先して応急復旧に努めます。 

 

２ 非常時の通信手段の確保（危機管理部、政策財務部） 
 ⑴ 有線電話の優先利用 
   西日本電信電話株式会社のあらかじめ登録した「災害時優先電話」を活用し、 

通信手段を確保します。 

第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 

／第４節 通信の確保 
１ 通信機能の確認と応急復旧対策（危機管理部、政策財務部） 
 ⑴ （略） 

 ⑵ ＮＴＴ西日本株式会社は、電気通信施設が被災した場合、防災関係機関等の災
害対策用の通信の確保を優先して応急復旧に努めます。 

 

２ 非常時の通信手段の確保（危機管理部、政策財務部） 
 ⑴ 有線電話の優先利用 
    ＮＴＴ西日本株式会社のあらかじめ登録した「災害時優先電話」を活用し、 

通信手段を確保します。 

会社名変更のため。 

20 121 第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第６節 広報活動 
１ 情報提供体制の整備（危機管理部、政策財務部） 

  災害時には情報が錯綜するため、広報の一元化を図ります。 
防災関係機関は、連絡を密にし、情報共有を行います。 
災害対策本部各部・各支部は、知り得た情報をすべて危機管理総務部に連絡す 

るとともに、広報を必要とする事項については政策財務部広報班を通じて行います。 
危機管理総務部は、連絡を受けた情報の正確性や優先度の精査・確認を行い、 

適正な情報提供が図られるように配慮します。 

なお、発災直後における災害対策本部等にかかる事項や不確定な被害状況等、 
特段の統制が必要な場合は、原則として、危機管理総務部総括班長が報道を含む 
他機関からの質疑に対応するものとします。 

 
 ２ 広報活動の実施（政策財務部、危機管理部） 
  ⑴ 広報の内容 

広報は、災害発生に備えた事前の準備情報から、災害発生直後の被害状況、 
気象関連情報、避難所運営等の生活関連情報、復旧、復興に向けた関連情報等、 
それぞれのタイミングにおいて必要な情報を適切な手段で情報発信します。 

主な広報の内容とそのタイミングは下表のとおりとします。 
（別紙１のとおり） 

 

第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第６節 広報活動 
１ 情報提供体制の整備（危機管理部、政策財務部） 

危機管理総務部と政策財務部が連携し、災害対策本部各部・各支部からの情報 
について、その把握や正確性の確認、優先度を精査します。 
 原則、防災関係機関への情報提供は、危機管理総務部情報収集班が、市民、報 

道機関等への情報提供は、政策財務部広報班が対応します。 
なお、発災直後における災害対策本部会議等にかかる事項や不確定な被害状況等、 

特段の統制が必要な場合は、原則として、危機管理総務部総括班長が報道を含む他 

機関からの質疑に対応するものとします。 
 
 

 
２ 広報活動の実施（政策財務部、危機管理部） 
 ⑴ 広報の内容 

平常時は、災害発生に備えた事前の準備情報等を効果的に広報します。 
災害発生時は、災害対策本部からの公式な情報を、積極的かつ適時適切な手段 

で広報します。 

なお、広報にあっては、市民等が正確な情報を入手できるよう、政策財務部 
広報班及び危機管理総務部情報収集班が連携・調整し、効果的な情報発信を行 
うものとします。 

  主な広報の内容とそのタイミングは下表のとおりとします。 
（別紙１のとおり） 

被害情報等につい
ての悪質な偽・誤情
報が、インターネッ

トやＳＮＳ等に流
通・拡散されること
によって、市民の避

難行動等の妨げとな
るおそれがあること
から、行政からの公

式な情報を積極的に
迅速かつ適時的確に
発信することで、市

民がこの公式な情報
を入手し、不正確な
情報に対して冷静に

対処できるようにす
るため。 
 

 市民に対して発信
する情報種別の中で
も、効果的かつ効率

的に発信していくた
めに、あらかじめ最
優先するものを決め 

ておく必要があるため。 
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21 123 第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 

／第６節 広報活動 
３ 広聴活動の実施（市民部） 
 ⑴ 広報活動と同時に地域における広聴活動を行い、応急、復旧活動に市民の要望

等を反映させます。 
⑵ 相談窓口を開設し、市民等からの相談、問い合わせに対応します。 
⑶ （略） 

 （新設） 

第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 

／第６節 広報活動 
３ 広聴活動の実施（市民部） 
 ⑴ 広報活動と同時に地域における広聴活動を行い、応急・復旧活動に市民の要望

等を反映させます。 
⑵ 相談窓口を開設し、市民等からの相談、問合せに対応します。 
⑶ （略） 

⑷ 中部管区行政評価局三重行政監視行政相談センターが特別行政相談活動（被 
災者への生活支援情報の提供、専用電話を備えた相談窓口の開設、特別行政相 
談所の開設等）を実施する場合、連絡・調整を図り、協力します。 

 文言の統一のため。 

 
 管区行政評価局が
災害対策基本法の

「指定地方行政機
関」に指定されたこ
と、令和６年６月に

国の防災基本計画に
「特別行政相談活
動」の実施が記載さ

れたため。 

22 128 第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第７節 水防計画 
１ 水防活動の実施（消防本部、危機管理部、建設部、上下水道事業局、上下水道管

理局、農林水産部、各総合支所） 
 ⑴～⑹ （略） 
 ⑺ ダム等の措置 

  ア （略） 
  イ 操作の連絡 
    ダムの管理者から放流等の連絡があった場合は、次の連絡系統図に従って 

迅速確実に連絡するものとします。 
(ｱ) 君ヶ野ダム事前放流連絡経路 
 

第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第７節 水防計画 
１ 水防活動の実施（消防本部、危機管理部、建設部、上下水道事業局、上下水道管

理局、農林水産部、各総合支所） 
 ⑴～⑹ （略） 
 ⑺ ダム等の措置 

  ア （略） 
  イ 操作の連絡 
    ダムの管理者から放流等の連絡があった場合は、次の連絡系統図に従って 

迅速確実に連絡するものとします。 
(ｱ) 君ヶ野ダム事前放流連絡経路 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

各ダム管理者から
の情報伝達系統を、
津市災害対策本部危

機管理総務部マニュ
アルと同一の内容と
するため。 

23 147 第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第８節 避難対策活動 
１１ 避難所の開設（市民部、各総合支所、教育委員会事務局、健康福祉部、危機管

理部） 
  ⑴ 避難空間 

第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第８節 避難対策活動 
１１ 避難所の開設（市民部、各総合支所、教育委員会事務局、健康福祉部、危機管

理部） 
  ⑴ 避難空間 

指定福祉避難所と
して協定を締結して
いる各社会福祉施設

においては、令和３
年度から国が構築・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県津建設事務所 
君ヶ野ダム管理室 
059-262-3248 
(059-262-3174) 

津市防災室 
059-229-3104 
(059-223-6247) 

津市消防本部 
059-254-0119 
(059-256-4100) 

津市上下水道部 
経営企画課 
059-237-5801 

（059-237-5819） 

津市上下水道部 
下水道施設課 
059-239-1035 

（059-239-1037） 

津市高茶屋出張所 
059-234-2774 

津市建設部 
河川排水推進室 
059-229-3207 

（059-229-3345） 

農林水産部 
農林水産政策課 
059-229-3172 

（059-229-3168） 

関係消防署 

 
（略） 

津市雲出出張所 
059-234-3213 

 

 

 

 

 

 

 

三重県津建設事務所 
君ヶ野ダム管理室 
059-262-3248 
(059-262-3174) 

津市防災室 
059-229-3104 
(059-223-6247) 

津市消防本部 
059-254-0119 
(059-256-4100) 

 
（略） 

津市雲出出張所 
059-234-3213 
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No. 頁 旧 新 提案理由 

   アイ （略） 
   ウ 避難所はあらかじめ指定している避難所としますが、必要に応じ、これら

を補完する施設として、指定した避難所以外の集会所施設や民間施設等の活

用も検討します。 
    (ｱ)(ｲ)  （略） 

(ｳ) 福祉避難所 

福祉避難所は、大規模な災害が発生した際に、指定避難所では避難生 
活に支障が想定される介助や見守り等の特別な配慮を必要とする高齢者、 
障がい者、妊産婦などの要配慮者を対象に、資格を有した専門職員を配 

置することにより安心して避難生活を送ることができる避難所です。 
また、福祉避難所は、要配慮者のうち、一部介助が必要な方を対象に 

公共施設を活用した拠点福祉避難所と、常時介助が必要な方を対象に民 

間の社会福祉施設を活用した指定福祉避難所に区分します。 
拠点福祉避難所については、災害対策基本法上の福祉避難所として位 

置づけ、垂水地内の公共施設である、たるみ子育て交流館、たるみ作業所、 

たるみ老人福祉センターの福祉施設３箇所で、津市社会福祉事業団、津市 
社会福祉協議会と連携し運用を開始します。 
なお、今後も総合支所を単位として各地域に一箇所程度の整備を進め 

ていきます。指定福祉避難所については、施設管理者との連携の下、受 
け入れ時の避難者の移送や受け入れ方法に係る協議を進め、対象となる 
要配慮者が安全に避難できる体制づくりに努めます。 

   アイ （略） 
   ウ 避難所はあらかじめ指定している避難所としますが、必要に応じ、これら

を補完する施設として、指定した避難所以外の集会所施設や民間施設等の活

用も検討します。 
(ｱ)(ｲ)  （略） 
(ｳ) 福祉避難所 

福祉避難所は、大規模な災害が発生した際に、指定避難所では避難者 
活に支障が想定される介助や見守り等の特別な配慮を必要とする高齢者、 
障がい者、妊産婦などの要配慮者を対象に、資格を有した専門職員を配 

置することにより安心して避難生活を送ることができる避難所です。 
また、福祉避難所は、要配慮者のうち、一部介助が必要な方を対象に 

公共施設を活用した拠点福祉避難所と、常時介助が必要な方を対象に民 

間の社会福祉施設を活用した指定福祉避難所に区分します。 
拠点福祉避難所については、災害対策基本法上の福祉避難所として位 

置づけ、垂水地内の公共施設である、たるみ子育て交流館、たるみ作業所、 

たるみ老人福祉センターの福祉施設３箇所で、津市社会福祉事業団、津市 
社会福祉協議会と連携し運用を開始します。 
なお、今後も総合支所を単位として各地域に一箇所程度の整備を進め 

ていきます。指定福祉避難所については、施設管理者との連携の下、受 
け入れ時の避難者の移送や受け入れ方法に係る協議を進め、対象となる 
要配慮者が安全に避難できる体制づくりに努めるとともに、災害発生時 

においては、国が構築している災害時情報共有システムや災害時保健福 
祉医療活動支援システム（Ｄ24Ｈ）を活用し、施設の被災状況や支援ニ 
ーズ等の迅速な情報収集に努め、適切な支援につなげていきます。 

運用している、災害
発生時における当該
施設等の被災状況等

を把握するシステム
（災害時情報共有シ
ステム）を活用でき

る環境を整えてお
り、令和６年度から、
国が当該システムを

含む保健・医療・福祉
に関する厚生労働省
個別のシステムと新

総合防災情報システ
ムとの情報を連携さ
せる災害時保健福祉

医療活動支援システ
ム（Ｄ24Ｈ）の構築・
運用を開始している

ことに加え、防災基
本計画において、防
災 DX化により、災害

業務の迅速化・効率
化が求められている
ため。 

24 148 第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 

／第８節 避難対策活動 
１２ 避難所の管理運営（危機管理部、市民部、各総合支所、教育委員会事務局、各

施設管理者） 

 ⑴ 避難所の運営 
  ア～ウ （略） 
  エ 避難の運営は、次の事項に留意して行います。 

(ｱ) (ｲ) （略） 
     (ｳ) 避難所における生活環境、避難者のプライバシーの確保 

 

 
(ｴ)～(ｶ) （略） 
(ｷ) 避難所の施設環境に応じてペットの同行避難に備えたスペースの確保及 

び他の避難者にも配慮した避難所でのルールやマナーの周知 
(ｸ) 感染者等用の専用のスペースやトイレの確保、（やむを得ず同室とする 

場合は、）パーテーション、テントの設置などの感染症対策の実施 

(ｹ) （略）  
オ 避難所は、情報提供、食料、飲料水の配布を行うなど在宅避難者の支援の 
拠点とします。 

 
 

 

第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 

／第８節 避難対策活動 
１２ 避難所の管理運営（危機管理部、市民部、健康福祉部、各総合支所、教育委員

会事務局、各施設管理者） 

⑴ 避難所の運営 
ア～ウ （略） 
エ 避難の運営は、取組指針を踏まえ、次の事項に留意して行います。 

(ｱ) (ｲ) （略） 
(ｳ) 避難所における良好な生活環境を確保するための、空調設備の活用、生活 

物資の提供及び衛生的なトイレ環境、居住スペース、プライバシーの確保並 

びに入浴及び洗濯の機会、子どもの遊び場などのスペース等の確保 
(ｴ) ～(ｶ) （略） 
(ｷ) 感染者等用の専用のスペースやトイレの確保、（やむを得ず同室とする 

場合は、）パーテーション、テントの設置などの感染症対策の実施 
(ｸ) 避難所の施設環境に応じてペットの同行避難に備えたスペースの確保及 

び他の避難者にも配慮した避難所でのルールやマナーの周知 

(ｹ) （略）  
オ 避難所は、情報提供、食料、飲料水の配布を行うなど在宅避難者の支援の 
拠点とします。 

カ 避難所のニーズ等に応じて、内閣府が運用する災害対応車両登録制度及び 
本市独自の他自治体との相互支援体制を活用して、トイレトレーラーやキッ 
チンカーなどの災害対応車両の要請及び受入れ等の調整を行い、避難生活環 

境の改善に努めます。 

 ⑴避難所運営や⑵

避難所における感染
症対策について、当
該業務に関わる健康

福祉部の追加が必要
なため。 
 

 内閣府策定の「避
難生活における良好
な生活環境の確保に

向けた取組指針（令
和６年１２月改定）」
に沿った内容とする

ため。 
 
 内閣府が運用を開

始した災害対応車両
登録制度及び本市が
独自に取組んでいる

他自治体との相互支
援体制を活用した避
難生活環境の改善に

向けた取組みを明記
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するため。 

25 152 第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 

／第９節 消防救急救助活動 
２ 救助活動の実施（消防本部、危機管理部） 
  市は、警察署及び自主防災組織等と協力して救助活動を実施します。 

 ⑴～⑷ （略） 
 ⑸ 関係機関等への応援要請 

大規模な災害により市だけで対応できない場合は、県、県警察本部、近隣消 

防機関に協力を要請するとともに、三重県内消防相互応援協定に基づく県内相 
互応援隊の出動要請又は消防組織法第 44条に基づく緊急消防援助隊の出動要請 
若しくは必要に応じ自衛隊、ＤＭＡＴ等の派遣要請を県に依頼します。 

第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 

／第９節 消防救急救助活動 
２ 救助活動の実施（消防本部、危機管理部） 
  市は、警察署及び自主防災組織等と協力して救助活動を実施します。 

 ⑴～⑷ （略） 
 ⑸ 関係機関等への応援要請 

大規模な災害により市だけで対応できない場合は、県、県警察本部、近隣消 

防機関に協力を要請するとともに、三重県内消防相互応援協定に基づく三重県 
内相互応援隊の出動要請又は消防組織法第 44条に基づく緊急消防援助隊の出動 
要請若しくは必要に応じ自衛隊、ＤＭＡＴ等の派遣要請を県に依頼します。 

文書の体裁を整え

るため。 

26 152 第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 

／第９節 消防救急救助活動 
３ 消防団活動（消防本部） 

消防団は、消防本部、警察、自衛隊等が到着するまでの間は可能な限りの消火・ 

救急・救助活動に努め、到着後は後方支援活動に当たります。 
 

第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 

／第９節 消防救急救助活動 
３ 消防団活動（消防本部） 
⑴ 消防活動 

ア 風水害等により被害が発生し、又は発生が予想される場合は、消防団員を 
招集し、消防団本部及び各方面団本部の指揮統制機能を強化するとともに、 
消防団員を増強して消防活動及び警戒態勢を強化します。 

イ 消防団は、消防本部、警察、自衛隊等が到着するまでの間は可能な限りの 
救急・救助活動に努め、到着後は後方支援活動に当たります。 

ウ 消防団は、被災現場へ投入される県内外からの消防応援部隊を必要に応じ 

て被害現場への誘導を行います。 
エ 災害情報の収集、伝達を迅速かつ的確に行うために、消防本部と連携して 
通信体制を確保するとともに、非常時の電源等を確保しておきます。 

⑵ 資機材の調達等 
 消防救急活動に必要な資機材は、原則として当該活動を実施する機関が携行 
します。 

１消防救急活動の

実施との記載の整合
を図り、消防団の活
動を記載するため。 
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No. 頁 旧 新 提案理由 

27 155 第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第１１節 輸送及び交通応急対策 
１ 災害輸送体制の確立（危機管理部、政策財務部、都市計画部、商工観光部、農林

水産部） 
 ⑴～⑶ （略） 
 ⑷ 災害輸送の体系 

市外や県外から陸海空路により送られてくる緊急物資について、津市防災物 
流施設や物資集積場所（安濃中央総合公園、道の駅津かわげ）に集積し、避難 
所や被災現場等へ緊急輸送道路を活用して配送します。 

 

第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第１１節 輸送及び交通応急対策 
１ 災害輸送体制の確立（危機管理部、政策財務部、都市計画部、商工観光部、農林

水産部） 
 ⑴～⑶ （略） 
 ⑷ 災害輸送の体系 

市外、県外又は国から陸海空路により送られてくる緊急物資について、津市 
防災物流施設や物資集積場所（安濃中央総合公園、道の駅津かわげ）に集積 
し、避難所や被災現場等へ緊急輸送道路を活用して配送します。 

 

国からのプッシュ
型の支援物資も送ら
れてくることが想定

されるため。 
 
津市防災物流施設

に輸送された物資に
ついては、直接避難
所等へ輸送し、物資

集積場所への輸送は
想定されないことか
ら、当該矢印の削除

を行うため。 

28 161 第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第１３節 飲料水の確保、調達 
１ 水道施設の被害状況把握と応急復旧の実施（上下水道事業局） 

  水道施設の被害状況の早期把握を実施します。水道施設が損壊した場合は、まず、 
取水施設、導水施設、浄水施設の早期復旧を図り、次に送水管、配水池、配水本管、 
配水管、給水装置の順に復旧を図ります。 

⑴ （略） 
⑵ 応急復旧計画の策定 
  応急復旧活動を円滑にすすめるため、優先的に復旧する施設等の決定や、工 

程計画を策定します。 
アイ （略） 
ウ 災害時応援協定を締結している対象業者との連絡調整 

第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第１３節 飲料水の確保、調達 
１ 水道施設の被害状況把握と応急復旧の実施（上下水道事業局） 

  水道施設の被害状況の早期把握を実施します。水道施設が損壊した場合は、まず、 
取水施設、導水施設、浄水施設の早期復旧を図り、次に送水管、配水池、配水本管、 
配水管、給水装置の順に復旧を図ります。 

⑴ （略） 
⑵ 応急復旧計画の策定 
  応急復旧活動を円滑にすすめるため、優先的に復旧する施設等の決定や、工 

程計画を策定します。 
アイ （略） 
ウ 災害時応援協定等を締結している公共的団体や民間企業との連絡調整 

水道法の改正で水
道法第３９条の３
「日本下水道事業団

法の特例」で各水道
事業者と日本下水道
事業団が、あらかじ

め協定を締結するこ
とで、日本下水道事
業団が、被災した水

道施設の復旧に係る
支援を行うことがで
きる規定が設けられ

たため。 

29 163 第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第１３節 飲料水の確保、調達 
２ 給水体制の確立（上下水道事業局、上下水道管理局） 

 ⑴～⑷ （略） 
⑸ 給水場所 

   大規模断水時の給水場所は、避難所とします。 

   ただし、断水規模や復旧状況に応じて変動することがあります。 
また、拠点となる医療施設や福祉施設など優先的な給水が必要となる施設に 

対して、水道水の運搬を行います。 

第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第１３節 飲料水の確保、調達 
２ 給水体制の確立（上下水道事業局、上下水道管理局） 

 ⑴～⑷ （略） 
⑸ 給水場所 

大規模断水時の給水場所は、避難所とします。 

   ただし、断水規模や復旧状況に応じて変動することがあります。 
また、災害時の医療施設については、大量の水が必要となる透析医療施設を 

含め、「災害時医療施設応急給水マニュアル」に沿って、優先的に水道水の運搬 

を行います。 

三重県地域防災計
画に「市町が実施す
る対策」として、透析

施設への優先的な給
水を行なうとの記載
があることから、計 

画の整合を図るため。 

[災害輸送体系図] 
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外
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（安濃中央総合公園） 
（道の駅津かわげ） 

市本庁舎 
各総合支所等 

 津松阪港（伊倉

津地区）、各漁港 
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[災害輸送体系図] 
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伊勢湾ヘリポート 

臨時ヘリポート 

 
津市防災物流施設    
（雲出伊倉津地区） 

    陸路      海路      空路 
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30 164 第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 

／第１３節 飲料水の確保、調達 
６ 広報の実施（上下水道管理局） 

被災後の断水の状況、応急給水方法、応急復旧の見通し、飲料水の衛生対策等 

について、広報車、同報系防災行政無線、ホームページなどを活用して広報する 
ことにより、市民の不安解消に努めます。 

第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 

／第１３節 飲料水の確保、調達 
６ 広報の実施（上下水道管理局） 

被災後の断水の状況、応急給水方法、応急復旧の見通し、飲料水の衛生対策等 

について、広報車、同報系防災行政無線、ホームページ、ＬＩＮＥなどを活用して 
広報することにより、市民の不安解消に努めます。 

令和７年３月２５

日より市公式ＬＩＮ
Ｅが開設され、情報
発信を行うことが可

能となったため。 

31 165 第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第１４節 食料の確保、調達 

１ 応急食料の調達体制の確立（市民部、商工観光部、各総合支所） 
 ⑴⑵ （略） 
⑶ 応急食料の調達 

ア （略） 
イ 必要に応じ、その他の食料品を取り扱う卸売業者、小売業者、食料品製造 
業者からも必要な食料を調達します。 

ウエ （略） 
オ 食料の調達は、食物アレルギーに配慮が必要な方を把握した上で行います。 

第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第１４節 食料の確保、調達 

 １ 応急食料の調達体制の確立（市民部、商工観光部、各総合支所） 
  ⑴⑵ （略） 
  ⑶ 応急食料の調達 

   ア （略） 
   イ 必要に応じ、津商工会議所等の会員（その他の食料品を取り扱う卸売業者、 

小売業者、食料品製造業者）からも必要な食料を調達します。 

   ウエ （略） 
オ 食料の調達は、メニューの多様化、適温食の提供、栄養バランスの確保、 
要配慮者及び食物アレルギーのある方に対する配慮、複数メニューの提供等、 

質の確保について配慮します。 

令和６年度に見直
しを実施した津市災

害時受援計画にて、
「津商工会議所、津
北商工会及び津市商

工会等の関係団体と
連携を取り、被害状
況等を収集し、必要

な応援体制の準備や
実施のための調整を
行う」と定めており、

津商工会議所等との
連携を明確にするた
め。 

 
内閣府策定の「避

難生活における良好

な生活環境の確保に
向けた取組指針（令
和６年１２月改定）」

に沿った内容とする
ため。 

32 167 第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第１５節 生活必需品の確保、調達 

１ 生活必需品の確保、調達体制の確立（健康福祉部、商工観光部） 
⑴⑵ （略） 
⑶ 支給品目 

被害の実情に応じ、寝具、外衣、肌着、身の回り品、炊事道具、食器、日用品、 
衛生用品、光熱材料等の生活必需品について現物をもって行います。 

 

 
 
 

 
 
 

  （新設） 
 
 

 ⑷ 生活必需品の調達状況の把握 
市は、地域内で調達できる生活必需品の調達先及び集積場所等の状況を把握 

第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第１５節 生活必需品の確保、調達 

１ 生活必需品の確保、調達体制の確立（健康福祉部、商工観光部） 
 ⑴⑵ （略） 
 ⑶ 生活必需品の調達 

ア 市は、事前に生活必需品の調達及び供給に関する協定を締結している業者 
等に対し、速やかに協力要請を行い、生活必需品の調達を行います。 

イ 津商工会議所等の会員業者（その他の生活必需品を取り扱う卸売業者、小売 

業者、製造業者）等からも必要な生活必需品を調達します。 
ウ 市において、生活必需品の調達が困難な場合は、県及びその他の関係団体 
等に要請します。 

エ 調達した生活必需品は、原則、物資の一時集積場所（受入拠点）で受入れ 
仕分け等を行った上、各避難所等へ配送することとしますが、状況に応じて 
直接各避難所等へ配送します。 

⑷ 生活必需品の供給 
被害の実情に応じ、寝具、外衣、肌着、身の回り品、炊事道具、食器、日用品、 

衛生用品、光熱材料等の生活必需品について現物をもって供給します。 

⑸ 生活必需品の調達状況の把握 
市は、協定を締結している業者のほか、地域内で調達できる生活必需品の調 

「応急食料の調達
体制の確立」に合わ

せた内容の記載とす
るため。 
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No. 頁 旧 新 提案理由 

しておきます。 達先及び集積場所等の状況を把握しておきます。 

33 167 第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第１５節 生活必需品の確保、調達 
２ 物資の受入れ及び配分（商工観光部、健康福祉部、各総合支所） 

大規模災害発生時には、市外・県外から大量の緊急物資等が送られてくること 
が想定されます。 
国からのプッシュ型の物資支援や被災者のニーズに対応し、各地から送られて 

くる救援物資等が被災者の元に迅速に供給されるよう、物資の供給システムにつ 
いて定め、シミュレーションしておきます。 

 ⑴ （略） 

⑵ 物資の受入、集積及び配分 
   市外・県外から届けられた救援物資等は、原則、安濃中央総合公園及び津市防

災物流施設に集積し、各被災現場のニーズに合わせた荷捌き・配分を行い、各配

分段階において受払の記録及び受領書等を整備して物資を管理します。 

第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第１５節 生活必需品の確保、調達 
２ 物資の受入れ及び配分（商工観光部、健康福祉部、各総合支所） 

大規模災害発生時には、市外・県外・国から大量の緊急物資等が送られてくる 
ことが想定されます。 
これらの支援物資や被災者のニーズに対応し、各地から送られてくる救援物資 

等が被災者の元に迅速に供給されるよう、物資の供給システムについて定め、シ 
ミュレーションしておきます。 

⑴ （略） 

 ⑵ 物資の受入、集積及び配分 
   市外・県外・国から届けられた救援物資等は、原則、安濃中央総合公園及び津

市防災物流施設に集積し、各被災現場のニーズに合わせた荷捌き・配分を行い、

各配分段階において受払の記録及び受領書等を整備して物資を管理します。 

国からのプッシュ
型の支援物資も送ら
れてくることが想定

されるため。 

34 173 第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第１７節 消毒・保健衛生・災害廃棄物等の処理活動 
１ 防疫活動の実施（健康福祉部、各総合支所） 

 ⑴～⑶ 
 ⑷ 検病調査及び健康診断 
  ア～エ （略） 

 ⑸ 防疫の種類 
  ア～ウ （略） 
 

 ⑹ 薬剤の備蓄整備 
  アイ（略） 
 ⑺ 防疫薬剤の基準量 

  アイ （略） 
 ⑻ 消毒活動 
  ア 浸水地区など感染症が発生するおそれがある地区を重点に消毒を実施する

とともに、次の消毒方法によりねずみ、蚊、蝿等の駆除を行います。 
(ｱ) 動力噴霧器架載自動車による消毒 
(ｲ) 手押噴霧器による消毒 

イ 避難所の防疫指導 
ウ 臨時予防接種の実施 
エ 感染症を未然に防止し、環境の悪化を防止するため、衛生教育を行うととも 

に防疫に関する意識の普及及び啓発の広報活動に努めます。 
  （新設） 
 

 
 
 

 
（新設） 

 

 
 

第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第１７節 消毒・保健衛生・災害廃棄物等の処理活動 
１ 防疫活動の実施（健康福祉部、各総合支所） 

 ⑴～⑶ 
 （削除） 
 

 ⑷ 防疫の種類 
  ア～ウ （略） 
  エ 疫病調査及び健康診断への協力 

 ⑸ 薬剤の備蓄整備 
  アイ（略） 
 ⑹ 防疫薬剤の基準量 

  アイ （略） 
 ⑺ 消毒活動 

 浸水地区など感染症が発生するおそれがある地区を重点に消毒を実施すると 

ともに、次の消毒方法によりねずみ、蚊、蝿等の駆除を行います。 
ア 動力噴霧器架載自動車による消毒 
イ 手押噴霧器による消毒 

  （削除） 
 
 

 
 ⑻ 防疫指導 

避難所生活が長期化する場合は、自主防災組織、自治会の協力を得て、避難所 

内の防疫指導を行い、衛生管理面の徹底を図るとともに感染症の早期発見に努 
めます。 
感染症を未然に防止し、環境の悪化を防止するため、衛生教育を行うとともに、 

防疫に関する意識の普及及び啓発の広報活動に努めます。 
 ⑼ 臨時予防接種の実施 

三重県知事の指示により、被災地区の感染症の未然防止又は拡大防止のため、 

種類、対象及び機関等を定め、三重県や地区医師会の協力のもと臨時予防接種を 
実施します。 

「検病調査及び健
康診断」の項目につ
いては、三重県地域

防災計画において
『県が実施する対
策』として記載され

ているため、本項か
ら削除を行うが、三
重県と協力して実施

することが想定され
ることから、必要な
内容を整理して記載

を行うため。 
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（新設）  ⑽ 疫病調査及び健康診断への協力 

疫病調査の結果、必要があるときは、三重県と連携し、感染症の予防及び感染 
症の患者に対する医療に関する法律第 17条の規定による健康診断を実施します。 

35 177 第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第１８節 行方不明者の捜索、遺体の収容・埋火葬 
１ 行方不明者の捜索の実施（消防本部、危機管理部） 

 ⑴ （略） 
 ⑵ 応援要請等 
   大規模な災害により市だけで対応できない場合は、警察、近隣消防機関に協 

力を要請するとともに、三重県内消防相互応援協定に基づく県内消防相互応援 
隊の出動要請又は消防組織法第 44条に基づく緊急消防援助隊の出動要請若しく 
は必要に応じ第３編第２章第１節による自衛隊派遣要請を行います。 

また、他の市町災害対策本部、若しくは県災害対策本部から行方不明者の捜 
索要請があった場合には、警察・消防本部等と連携・協力して、これを行います。 

第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第１８節 行方不明者の捜索、遺体の収容・埋火葬 
１ 行方不明者の捜索の実施（消防本部、危機管理部） 

 ⑴ （略） 
 ⑵ 応援要請等 
   大規模な災害により市だけで対応できない場合は、警察、近隣消防機関に協 

力を要請するとともに、三重県内消防相互応援協定に基づく三重県内消防相互 
応援隊の出動要請又は消防組織法第 44条に基づく緊急消防援助隊の出動要請若 
しくは必要に応じ第３編第２章第１節による自衛隊派遣要請を行います。 

また、他の市町災害対策本部、若しくは県災害対策本部から行方不明者の捜 
索要請があった場合には、警察・消防本部等と連携・協力して、これを行います。 

 文書の体裁を整え
るため。 

36 183 第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第２１節 公共施設・ライフライン施設等応急対策 

３ 電力施設の応急対策 

  中部電力パワーグリッド株式会社は災害時における電力供給設備の「災害予防」
「災害応急」「災害復旧」に万全を期するため、次のとおり体制等を整えて対策を

実施します。 
 ⑴ （略） 
 ⑵ 非常体制の発令及び解除 

  ア 防災体制の発令及び解除は、営業所長がこれを行います。 

第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第２１節 公共施設・ライフライン施設等応急対策 

３ 電力施設の応急対策 

  中部電力パワーグリッド株式会社は災害時における電力供給設備の「災害予防」
「災害応急」「災害復旧」に万全を期するため、次のとおり体制等を整えて対策を

実施します。 
 ⑴ （略） 
 ⑵ 非常体制の発令及び解除 

  ア 防災体制の発令及び解除は、副支社長がこれを行います。 

電力施設の応急対
策における非常体制

の発令及び解除発令
者の修正のため。 

37 185 第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第２１節 公共施設・ライフライン施設等応急対策 
５ 通信施設の応急対策 

 ⑴ 西日本電信電話株式会社三重支店 

   西日本電信電話株式会社三重支店は、災害発生時には速やかに応急措置、応急
復旧工事に着手します。 

第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第２１節 公共施設・ライフライン施設等応急対策 
５ 通信施設の応急対策 

 ⑴ ＮＴＴ西日本株式会社三重支店 

   ＮＴＴ西日本株式会社三重支店は、災害発生時には速やかに応急措置、応急復
旧工事に着手します。 

会社名変更のため。 

38 198 第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 

／第２５節 災害時における要配慮者への支援 
１ 災害発生直後の支援（健康福祉部、各総合支所） 
⑴⑵ （略） 

 （新設） 

第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 

／第２５節 災害時における要配慮者への支援 
１ 災害発生直後の支援（健康福祉部、各総合支所） 
⑴⑵ （略） 

 ⑶ 福祉サービスの提供 
福祉関係職員に加え、福祉関係者等の協力も得て、多様な主体が連携して、避 

難所や避難所外避難者の滞在場所を巡回するなどし、避難者に必要な福祉サー 

ビスや支援情報の提供に努めます。 

災害対策基本法が

改正され「福祉サー
ビスの提供」に係る
努力義務が規定され

たため。 

39 201 第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第２６節 災害ボランティアの受入れ 
４ ボランティアセンターの役割（市民部、健康福祉部） 

災害ボランティアセンターは、災害ボランティア本部並びにみえ災害ボランテ 
ィア支援センターと連携し、ボランティアの受入れ等を行うとともに、被災者の 
ニーズ等を把握し、これらに基づくボランティア活動の調整などのコーディネー 

トを行います。 

第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第２６節 災害ボランティアの受入れ 
４ ボランティアセンターの役割（市民部、健康福祉部） 

 災害ボランティアセンターは、災害ボランティア本部及びみえ災害ボランティ 
ア支援センターと連携し、ボランティアの受入れ等を行うとともに、被災者のニー 
ズ等を把握し、これらに基づくボランティア活動の調整などのコーディネートを 

行います。 
また、必要に応じて、国に登録された被災者援護協力団体に対し、市災害対策 

 文書の体裁を整え
るため。 
 

 災害対策基本法の
改正により、国によ
る災害ＮＰＯ・ボラ

ンティア団体等の登
録制度が創設され、
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No. 頁 旧 新 提案理由 

本部を通じて救助業務等への協力依頼を行います。 被災者援護協力団体
に対し、必要に応じ
て市を通した協力依

頼を行うことが可能
となったため。 

40 204 第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第２８節 災害救助法の適用 

２ 災害救助法による救助の実施（健康福祉部、市民部、建設部、消防本部、教育 
委員会事務局、各総合支所） 
⑴ 救助の種類と実施権限の委任 

  ア 災害救助法による救助の種類 
(ｱ)～(ｴ) （略） 
(ｵ) 被災者の救出 

 
(ｶ) 被災した住宅の応急修理 
(ｷ) 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

(ｸ) 学用品の給与 
(ｹ) 埋葬 
(ｺ) 死体の捜索及び処理 

(ｻ) 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に 
著しい支障を及ぼしているものの除去 

第３編 災害応急対策計画／第１章 災害時応急活動 
／第２８節 災害救助法の適用 

２ 災害救助法による救助の実施（健康福祉部、市民部、建設部、消防本部、教育 
委員会事務局、各総合支所） 

 ⑴ 救助の種類と実施権限の委任 

  ア 災害救助法による救助の種類 
   (ｱ)～(ｴ) （略） 
      (ｵ) 被災者の救出 

   (ｶ) 福祉サービスの提供 
      (ｷ) 被災した住宅の応急修理 

(ｸ) 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

(ｹ) 学用品の給与 
(ｺ) 埋葬 
(ｻ) 死体の捜索及び処理 

(ｼ) 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に 
著しい支障を及ぼしているものの除去 

災害救助法が改正
され「福祉サービス」

が災害救助法におけ
る救助事務として位
置づけられたため。 

41 205 第３編 災害応急対策計画／第２章 自衛隊の災害派遣 
／第１節 災害派遣の要請 

１ 災害派遣の要請（危機管理部） 
⑴ 災害派遣の要請の基準 
ア 災害が発生し、災害対策本部の職員だけでは市民の生命の保護が困難で自 

衛隊の出動が必要と認められるとき。 
イ 災害の発生が迫り、予防措置に急を要し、かつ自衛隊の派遣以外に予防方 
法がないとき。 

 ⑵ 災害派遣の要請手続 
  ア 市長の派遣要請の要求 

市長は、自衛隊の派遣を要請しなければならない事態が生じたときは、災 

害派遣要請書に次の事項を記入し、津地域防災総合事務所長を経由して知事 
（防災対策部災害即応・連携課）に提出します。ただし、事態が急を要する 
ときは、電話又は防災行政無線等で通報し、事後に文書を送付します。 

また、市長は人命救助等事態が急迫し、速やかに自衛隊の派遣を要すると 
認められる場合は、知事に派遣の要請を求めます。その後、必要に応じて直 
接自衛隊に対し事態の状況を通報します。 

なお、知事に派遣要請を求めることができない場合には、市長はその旨及 
び市の地域に係る災害状況を自衛隊の部隊等の長に通知します。ただし、事 
後速やかに自衛隊の部隊等の長に通知した旨を知事に通知します。 

 
(ｱ)～(ｴ) （略） 
  ※ 緊急時派遣要請要求先電話番号  防災対策部災害即応・連携課  

℡ 224-2186 

第３編 災害応急対策計画／第２章 自衛隊の災害派遣 
／第１節 災害派遣の要請 

１ 災害派遣の要請（危機管理部） 
⑴ 災害派遣の要請基準 
ア 災害が発生し、災害対策本部の職員だけでは市民の生命の保護が困難で自 

衛隊の出動が必要と認められるとき。 
イ 災害の発生が迫り、予防措置に急を要し、かつ自衛隊の派遣以外に予防方 
法がないと認められるとき。 

⑵ 災害派遣の要請手続 
  ア 市長の派遣要請の要求 

市長は、自衛隊の派遣を要請しなければならない事態が生じたときは、災 

害派遣要請書に次の事項を記入し、津地域防災総合事務所長を経由して知事 
（三重県防災対策部災害即応・連携課）に提出します。ただし、事態が急を 
要するときは、電話又は防災行政無線等で通報し、事後に文書を送付します。 

また、市長は人命救助等、緊急を要する場合で事態が急迫し、速やかに自 
衛隊の派遣を要すると認められる場合は、知事に派遣の要請を求めます。そ 
の後、必要に応じて直接自衛隊に対し事態の状況を通報します。 

なお、知事に派遣要請を求めることができない場合には、市長はその旨及 
び市の地域に係る災害状況を自衛隊の部隊等の長に通知します。ただし、事 
後速やかに自衛隊の部隊等の長に通知した旨を知事に通知します。 

(ｱ)～(ｴ) （略） 
※ 緊急時派遣要請要求先電話番号  三重県防災対策部災害即応・連 
携課 ℡ 224-2186 

 文書の体裁を整え
るため。 

 


